
【重要なお知らせ】 

電子記録債権サービスの新システム移行に伴う 

ユーザ登録等の制限について 

 

 

２０２０年１２月１４日（月）に電子記録債権サービスは新システムへ移

行します。 

新システムへの移行に伴い、２０２０年１２月６日（日）から新システム

移行までの期間は、お客様によるユーザ登録・利用解除の操作を一時的に制

限させていただきます。 

お客様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願い

申し上げます。 

なお、債権の発生、譲渡等のその他のお取引は、通常どおりご利用いただ

けます。 

 

＜ユーザ登録・解除等の一部制限＞ 

 

＜機能制限の期間＞ 
１２月６日（日）～１２月１１日（金）のサービス時間帯 

※債権の発生、譲渡等のその他のお取引は、通常どおりご利用いただけます。 

制限期間中は 
・赤枠の機能が利用できません 
（ボタンを表示しません） 

 


